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資料５ 居住誘導区域の見直しについて 

（１）見直しの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行計画策定以降の状況変化 
 
社会経済情勢の変化 ※中間検証より 

◇立地適正化計画制度の改正 
（防災指針の追加） 

・近年、頻発・激甚化する自然災害（特

に水災害）に対応するため、立地適

正化計画に防災指針を位置づけ 

⇒コンパクト・プラス・ネットワーク

のまちづくりを“防災”の観点から

強化 

誘導区域内の変化 ※中間検証より 

◇居住誘導区域内（特に駅周辺）に人
口が集積 

◇居住誘導区域内の人口密度は中間
目標値に迫る状況 
従前値(2010年)：70.96ha 

中間目標値(2028年)：80.00ha 

中間検証時(2020年)：78.30ha 

⇒居住誘導区域への人口集積は順調に推移 

居住誘導区域の見直しの方向性 

方向性１：区域設定の方針および要件は現行計画を踏襲 

居住誘導区域への人口集積は順調に推移しており、また、防災指針やその他の状況変

化に伴い居住誘導区域を見直す必要性は生じていないため、現行計画の設定方針や基

本要件を踏襲する。 

方向性２：市街化編入した 6地区の追加指定を検討 

現行計画の基本要件に基づき、対象 6地区の追加指定を検討する。 

防災指針の検討（資料２より） 

⇒居住誘導区域（市街化編入 6地区を含む）には災害リスクが認められるエリアがいくつ

か存在するが、防災・減災対策によってリスクを低減することを前提に、居住誘導区域

に含める。 

区域区分の変更 

◇令和 3年 3月に 6地区（合計 73.0ha）
を市街化区域に編入 
※地区の詳細は 2～8頁を参照のこと 

⇒居住誘導区域への追加指定について検討

が必要 
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工業地域の境界を実際

の土地利用に合わせて

修正したもの（市街化

調整区域に編入）であ

り、検討対象外 
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（２）居住誘導区域の設定方針や基本要件について 

居住誘導区域の設定【現行計画】 ⇒現行計画を踏襲 

（１）区域設定の設定方針 

居住誘導区域は都市機能誘導区域と一体となって、持続可能な居住環境の確保と都市の魅

力づくりを図るものです。 

■居住誘導区域の設定方針 

 

 

なお、居住誘導区域に含まれない市街化調整区域の各地域については、従来どおり、都市

計画マスタープランの方針に基づいた土地利用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）区域設定の基本要件 

居住誘導区域は下記の基本要件をもとに設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【居住誘導区域の基本要件】 

ア 将来的に人口密度を維持できる区域 

将来的に居住誘導区域の設定の目安である人口密度４０人／ha を割り込むこ

とがないと推定される区域を基本とします。 

イ 公共交通網でカバーできる区域 

基幹交通軸、支線網により、駅まで１km、バス停まで概ね 3００m 圏内の区

域を対象とします。 

ウ 居住誘導にふさわしくない区域 

①都市計画法の用途地域の中の工業地域・工業専用地域、②大学キャンパス、

③エリアの大部分が商業施設である区域、④びわこ文化公園都市区域内の公共施

設エリアは、居住誘導区域の対象外とします。 

エ 法令等で居住誘導区域に含まないこととされている区域（災害リスクの高い区域） 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項

に規定する土砂災害警戒区域は、居住誘導区域の対象外とします。 

【立地適正化計画における市街化調整区域の各地域の位置づけについて】 

本計画では、すべての方を居住誘導区域に誘導することを目指してはおりません。 

例えば、市街化調整区域の各地域にお住まいの方が、今後も居住し続けることは当然

のことです。 

都市計画マスタープランにおいて、市街化調整区域の各地域は、必要な施設整備の推

進とともに、住民の意向を踏まえた居住環境およびコミュニティの維持・向上を図ると

方針が定められていますので、本方針に基づく土地利用を図っていきます。 

●都市再生特別措置法に基づき、市街化区域内において設定します。 
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（３）居住誘導区域の変更案 

① 基本要件ア「将来的に人口密度を維持できる区域」の検証 

 

 

  
(2040年推計) 

■現行の誘導区域の検証 

⇒将来人口密度に大きな変化は見られ

ないため、変更しない 

■市街化編入６地区（  ）の検証 

⇒将来人口密度が概ね 40 人/ha 以上、

または現行の居住誘導区域に隣接し

て一体的な市街地を形成しているた

め、区域に含めることとする 
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② 基本要件イ「公共交通網でカバーできる区域」の検証 

 

 

  

その他路線バス 

(出典)まめバス：草津市 

路線バス：国土数値情報 

■現行の誘導区域の検証 

⇒まめバスや路線バスの路線･バス停は若干変化

しているが、鉄道駅 1㎞圏、またはバス停 300m

圏に概ね含まれているため、変更しない 

■市街化編入６地区（  ）の検証 

⇒鉄道駅 1 ㎞圏、またはバス停 300m 圏に概ね含

まれており、要件を満たしている 
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③ 基本要件ウ「居住誘導にふさわしくない区域」、 

基本要件エ「法令等で居住誘導区域に含まないこととされている区域」の検証 

 

 

  

■現行の誘導区域の検証 

⇒基本要件ウに係る状況変化は見られないた

め、変更しない 

⇒基本要件エについて、市域南東部に点在す

る土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域は区域から除外する 

※土砂災害リスクが高い箇所を居住誘導

区域から除外する考え方は当初計画と

変わらないが、令和 3 年 2～3 月に土砂

災害警戒区域等の追加指定があったた

め、改めて確認を行った 

※除外する箇所は、市域全体で見ると微小

な範囲であるため、図示はしていない 

■市街化編入６地区（  ）の検証 

⇒基本要件ウ及びエに該当しないため、区域

に含めても問題はない 
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④ 居住誘導区域の変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積の変化 

変更前：約 1,470.6ha 

変更後：約 1,541.6ha 

※居住誘導区域内に分布する土砂災害警戒区域
及び土砂災害特別警戒区域は区域から除外 


